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１

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
平

成
21年

３
月

６
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
柴

　
田

　
寛

　
彦

　
　

　
秋

田
県

警
察

の
組

織
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
　

秋
田

県
警

察
の

組
織

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
45年

秋
田

県
公

安
委

員
会

規
則

第
３

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

「

　
第

３
条

第
２

項
の

表
中

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

   に
改

め
、

同
表

警
務

課
の

項
中

「
犯

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
罪

被
害

者
対

策
室

」
を

「
犯

罪
被

害
者

支
援

室
」

に
改

め
、

同
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

　
第

３
条

第
２

項
の

表
中

生
活

安
全

企
画

課
の

項
を

削
り

、
少

年
課

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

　
第

４
条

総
務

課
の

項
第

８
号

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
⑻

　
警

察
署

協
議

会
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

４
条

総
務

課
の

項
中

第
９

号
を

削
り

、
第

10号
を

第
９

号
と

す
る

。
　

第
４

条
広

報
広

聴
課

の
項

中
第

３
号

を
削

り
、

第
４

号
を

第
３

号
と

し
、

同
項

に
次

の
２

号
を

加
え

る
。

　
⑷

　
情

報
の

公
開

に
関

す
る

こ
と

。
　

⑸
　

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

４
条

警
務

課
の

項
第

９
号

中
「

犯
罪

被
害

者
対

策
」

を
「

犯
罪

被
害

者
支

援
」

に
改

め
、

同
項

中
第

19号
を

第
20号

と
し

、
第

18号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
　

⒆
　

留
置

施
設

及
び

被
留

置
者

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

　
第

４
条

監
察

課
の

項
第

５
号

を
削

る
。

　
第

４
条

の
２

生
活

安
全

企
画

課
の

項
中

第
９

号
を

削
り

、
第

10号
を

第
９

号
と

し
、

同
条

生
活

環
境

課
の

項
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
　

⑽
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
そ

の
他

の
高

度
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
関

係
事

犯
及

び
高

度
な

情
報

技
術

を
利

用
す

る
犯

罪
の

総
合

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
　

第
７

条
の

２
を

削
る

。
　

第
16条

第
１

項
の

表
中

学
校

捜
査

実
践

教
養

室
長

の
項

を
削

り
、

総
務

課
取

調
べ

監
督

業
務

推
進

室
長

の
項

中
「

取
調

べ
監

督
業

務
推

進
室

長
」

を
「

取
調

べ
監

督
室

長
」

に
、

「
取

調
べ

監
督

業
務

推
進

室
の

」
を

「
取

調
べ

監
督

室
の

」
に

改
め

、
同

表
警

務
課

犯
罪

被
害

者
対

策
室

長
の

項
中

「
犯

罪
被

害
者

対
策

室
長

」
を

「
犯

罪
被

害
者

支
援

室
長

」
に

、
「

犯
罪

被
害

者
対

策
室

の
」

を
「

犯
罪

被
害

者
支

援
室

の
」

に
改

め
、

同
表

警
務

課
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

　
第

16条
第

１
項

の
表

中
生

活
安

全
企

画
課

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

室
長

の
項

を
削

り
、

生
活

安
全

企
画

課
安

全
・

安
心

ま
ち

づ
く

り
支

援
対

策
官

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。
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第

16条
第

１
項

の
表

中
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」

　
　
　
　
　公

安
委
員
会
規
則

総
　

　
務

　
　

課

広
報

広
聴

課

公
安

委
員

会
補

佐
室

情
報

公
開

セ
ン

タ
ー

取
調

べ
監

督
業

務
推

進

県
民

安
全

相
談

セ
ン

タ

室ー

総
　

　
務

　
　

課

広
報

広
聴

課

公
安

委
員

会
補

取
調

べ
監

督
室

県
民

安
全

相
談

情
報

公
開

セ
ン

佐
室

セ
ン

タ
ー

タ
ー教

養
課

捜
査

実
践

教
養

室

生
活

環
境

課
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
室

教
　

養
　

課
捜

査
実

践
教

養
室

長

　
命

を
受

け
、

捜
査

実
践

教
養

室
の

事
務

を
掌

理
し

、
室

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。

生
活

環
境

課
サ

イ
バ

ー
犯

罪
対

策
室

長

　
命

を
受

け
、

サ
イ

バ
ー

犯
罪

対
策

室
の

事
務

を
掌

理
し

、
室

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。

交
通

指
導

課

交
通

反
則

通
告

セ
ン

タ
ー

所
　

　
　

長

通
　

告
　

官

　
命

を
受

け
告

セ
ン

タ
ー

し
、

セ
ン

タ
揮

監
督

す
る

　
命

を
受

け
告

行
為

の
処

務
を

掌
理

す

、
交

通
反

則
通

の
事

務
を

掌
理

ー
の

職
員

を
指

。、
交

通
反

則
通

理
に

関
す

る
事

る
。

交
通

指
導

課

交
通

反
則

通
告

セ
ン

タ
ー

所
　

　
　

長

通
　

告
　

官

交
通

事
故

事
件

捜
査

統
括

官

　
命

告
セ

し
、

揮
監

　
命

告
行

務
を

　
命

識
及

事
故

し
、

捜
査

養
に
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に

改
め

、
同

表
学

校
及

び
課

等
教

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
頭

、
次

長
、

副
所

長
又

は
副

隊
長

の
項

中
「

教
頭

」
を

「
副

校
長

」
に

改
め

、
同

表
総

務
課

情
報

公
開

セ
ン

タ
ー

の
項

中
「

総
務

課
」

を
「

広
報

広
聴

課
」

に
改

め
、

同
表

交
通

指
導

課
事

故
捜

査
指

導
官

の
項

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

「

　
第

16条
第

１
項

の
表

中
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

、
同

条
第

４
項

中
「

教
頭

」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
を

「
副

校
長

」
に

改
め

る
。

　
別

表
第

１
湯

沢
警

察
署

湯
沢

北
交

番
の

項
中

「
、

字
鳶

ケ
沢

山
」

を
削

る
。

　
別

表
第

３
湯

沢
警

察
署

の
項

中
「

字
土

生
原

」
の

次
に

「
、

字
鳶

ケ
沢

山
」

を
加

え
る

。
　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
平

成
21年

３
月

13日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

別
表

第
１

湯
沢

警
察

署
湯

沢
北

交
番

の
項

及
び

別
表

第
３

湯
沢

警
察

署
の

項
の

改
正

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

交
通

指
導

課

交
通

反
則

通
告

セ
ン

タ
ー

所
　

　
　

長

通
　

告
　

官

交
通

事
故

事
件

捜
査

統
括

官

　
命

告
セ

し
、

揮
監

　
命

告
行

務
を

　
命

識
及

事
故

し
、

捜
査

養
に

を
受

け
、

交
通

反
則

通
ン

タ
ー

の
事

務
を

掌
理

セ
ン

タ
ー

の
職

員
を

指
督

す
る

。

を
受

け
、

交
通

反
則

通
為

の
処

理
に

関
す

る
事

掌
理

す
る

。

を
受

け
、

専
門

的
な

知
び

技
能

を
要

す
る

交
通

事
件

の
捜

査
を

統
括

当
該

交
通

事
故

事
件

の
に

お
け

る
指

導
及

び
教

当
た

る
。

被
害

者
連

絡
調

　
整

　
官

　
命

を
受

け
、

交
通

事
故

の
被

害
者

及
び

そ
の

家
族

に
対

す
る

被
害

者
支

援
に

お
け

る
連

絡
調

整
並

び
に

当
該

被
害

者
支

援
に

関
す

る
指

導
及

び
教

養
に

当
た

る
。

生
活

安
全

企
　

画
　

課
ス

ト
ー

カ
ー

対
策

班
長

　
命

を
受

け
対

策
班

の
事

生
活

安
全

企
す

る
。

、
ス

ト
ー

カ
ー

務
を

処
理

し
、

画
課

長
を

補
佐

警
部

又
は

一
般

職
員

生
活

安
全

企
　

画
　

課

ス
ト

ー
カ

ー
対

策
班

長

子
ど

も
・

女
性

安
全

対
策

班
長

　
命

対
策

生
活

す
る

　
命

性
安

理
し

を
補

を
受

け
、

ス
ト

ー
カ

ー
班

の
事

務
を

処
理

し
、

安
全

企
画

課
長

を
補

佐
。を

受
け

、
子

ど
も

・
女

全
対

策
班

の
事

務
を

処
、

生
活

安
全

企
画

課
長

佐
す

る
。

警
部

又
は

一
般

職
員

、
ス

ト
ー

カ
ー

務
を

処
理

し
、

画
課

長
を

補
佐

警
部

又
は

一
般

職
員

生
活

安
全

企
　

画
　

課

ス
ト

ー
カ

ー
対

策
班

長

子
ど

も
・

女
性

安
全

対
策

班
長

　
命

対
策

生
活

す
る

　
命

性
安

理
し

を
補


